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地方独立行政法人法（抜粋） 

 

(役員の職務及び権限) 

第１３条  

１～４ 略 

５  監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は設立団体の

長に意見を提出することができる。 

 

(事業年度) 

第３２条 地方独立行政法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に

終わる。 

２ 略 

 

(企業会計原則) 

第３３条 地方独立行政法人の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企

業会計原則によるものとする。 

 

(財務諸表等) 

第３４条 地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又

は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明

細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後３月以内に設立団

体の長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、

これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、

並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見(次条の規定により会計監査人の

監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監事及び会計監査人の意

見。第４項及び第９９条第８号において同じ。)を付けなければならない。 

３ 設立団体の長は、第１項の規定により財務諸表を承認しようとするときは、あらか

じめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 地方独立行政法人は、第１項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅

滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに第２項の事業報告書、決算報告書

及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、設立団体の規則で定める

期間、一般の閲覧に供しなければならない。 

 

 (借入金等) 

第４１条 地方独立行政法人は、認可中期計画の第２６条第２項第４号の短期借入金の
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限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があ

るものとして設立団体の長の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金を

することができる。 

２ 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただ

し、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない

金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。 

３ 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければな

らない。 

４ 設立団体の長は、第一項ただし書又は第２項ただし書の規定による認可をしようと

するときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設

立団体からの長期借入金については、この限りでない。 

 


